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〒101-0044 

東京都千代田区鍛冶町 1 丁目 6 番 15 号 

井門神田駅前ビル 22 号室 

電話：03-3526-4277 FAX：03-3526-4276 

担当：大庫（おおくら） 

 

その他の詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。TEL．03-3526-4277 

第 2・第 4 火曜日発刊 

 病気やケガで働けない場合に支給される健康保険の『傷病⼿当⾦』について、「退職後に申請ができるのか︖」、「退
職後の従業員から証明を求められた場合に対応が必要か︖」など、よくお問合せいただく内容です。 

今回のあおぞらレターでは、退職後の傷病⼿当⾦の申請についての要件や注意点について確認したいと思います。 
また、平成 28 年 8 月より、雇用保険の介護休業給付⾦の支給率が改正となりますのでご案内します。 

退職後の傷病⼿当⾦の申請について 

 平成 28 年 8 月 1 ⽇以降「開始」した介護休業給付の支給率が変わり、 
従来より給付⾦がアップする可能性があります。 
 【平成 28 年 7 月までに介護休業開始】 
   介護休業給付⾦の月額 ＝ 休業開始時の賃⾦⽇額×支給⽇数（30 ⽇）×40％ 
        ↓ 
 【平成 28 年 8 月より介護休業開始】 
   介護休業給付⾦の月額 ＝ 休業開始時の賃⾦⽇額×支給⽇数（30 ⽇）×67％ 
 

■退職後に傷病⼿当⾦を継続して受給するには… 

 ●在職中は、事業主経由で申請が可能です。 
  （事業主の証明が必要です。） 
 
 ●退職後はご本人が直接健康保険組合もしくは 

協会けんぽに請求しなければいけません。 

ポイント 

出所︓平成 27 年 12 月 21 日付 労働新聞より 

■平成 28 年 8 ⽉より、雇⽤保険･介護休業給付⾦の⽀給率が変わります 


